
梓川男子バスケットボールクラブ規約

第1章　総則
（名称）
　第1条　このクラブは、梓川男子バスケットボールクラブ（梓川男子バスケットボール教室）と称する。
（目的）
　第2条　このクラブは、中学校の部活動に替わる活動の主体を目指し、中学生あるいは小学生のスポーツ・
　　　　　　文化活動の支援に関する活動を行うことを目的とする。
　　　　　　クラブの活動は、「長野県中学生記のスポーツ活動指針」「長野県中学校の文化活動方針」を踏まえ
　　　　　　たものとする。
(活動・事業の種類）
　第3条　このクラブは、前条の目的を達成するために小学生・中学生のスポーツ・文化活動を支援する活動を
　　　　　　行い、次の事業を実施する。
　　　　(1)休日及び平日の中学生あるいは小学生のスポーツ・文化活動を支援する活動
　　　　(2)小学生・中学生のスポーツ・文化を楽しむ活動を支援する活動
　　　　(3)地域と子供達の交流を支援する活動

第2章　会員
　第4条　このクラブの会員は、第2条の目的に賛同するものとする。
(入会手続き)
　第5条　会員として入会しようとする者は、入会申込書を提出し、指導者に承認を得るものとする。
(会費)
　第6条　会員は、別に定める会費を納入するものとする。
(会費の返還)
　第7条　既納の会費及びその他の拠出金品は返還しない。
(退会）
　第8条　会員は、別に定める退会届を指導者に提出し、任意に退会することができる。

第3章　組織
(役員等)
　第9条　クラブに次の役職を置く。
　　　　(1）会長(指導者兼任）　1名
　　　　(2）副会長　若干名
　　　　(3)運営委員　必要な人数(保護者より選出）
　　　　(4)事務局　1名
　　　　(5)監事　2名（保護者より選出）
　　　　(6)顧問・参与　若干名
(役員の職務)
　第10条　 1,会長は、クラブを代表し、会務を統括する。
　　　　　　　2,副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時または会長がかけた時は、その職務を代行する。
　　　　　　　3,運営委委員は、クラブの会務を分担する。
　　　　　　　4,事務局は、事務及び会計を統括する。
　　　　　　　5,監事は、クラブの会計及び会務の執行状況を監督する。
　　　　　　　6,顧問・参与は、会長の諮問に応じ、意見を述べることができる。
(役員の選任)
　第11条　役員の選任は、保護者会にて決定する。
(役員の任期)
　第12条　役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げないものとする。

第4章　会議
(会議)
　第13条　クラブに次の会議を置く。
　　　　　(1)運営委員会
　　　　　(2)保護者会
　　　　　(3)総会
(会議の開催)
　第14条　会議は会長が必要に応じて招集し、総会がクラブの最高決議機関とする。

第5章　事務局
(事務局)
　第15条　このクラブの事務局は、会計および事務全般を行うものとする。



第6章　会計
(資金)
　第16条　このクラブの資金は、以下の通りとする。
　　　　　(1)会費
　　　　　(2)補助金・交付金
　　　　　(3)その他
(管理)
　第17条　クラブの資金は、事務局が管理する。
(予算及び決算)
　第18条　クラブの収支決算は総会にて定め、収支決算については監事の会計監査を経て、総会の承認を
　　　　　　　受けるものとする。
(会計年度）
　第19条　クラブの会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。

第7章　事故の責任
(事故の責任)
　第20条　会員は、クラブの活動に際しては、指導者の指示に従い安全管理については、自己の責任において
　　　　　　　活動する。これに反して盗難、傷害等の事故が起こっても、クラブ及び指導者等に対して損害賠償
　　　　　　　を請求できないものとする。
(保険の加入)
　第21条　会員は、スポーツ保険に加入しなければならない。
　　　　　　　クラブは、その活動中の傷害については、スポーツ安全保険の対象範囲のみ対応するものとする。
　　　　　　　指導者についても、スポーツ安全保険に加入し、事故・傷害については保険の範囲内に於いてのみ
　　　　　　　対応する。保険未加入の活動中の事故については、クラブは一切の責任を負わない。

第8章　個人情報の管理
　第22条　クラブが知り得た個人情報は、クラブ運営のみに使用し情報の管理を徹底する。

第9章　規則・細則
　第23条　この規約に定めない事項及び運営上必要な規則・細則は総会または運営委員会の決議により決定
　　　　　　　する。
　第24条　この規約は、総会出席者の過半数の同意を得て改正することができる。

第10章　クラブの解散
　第25条　このクラブは、次の事由により解散する。
　　　　　　(1)総会の決議
　　　　　　(2)目的とする事業の成功の不能
　　　　　　(3)会員の欠乏
　　　　　　(4）合併
　　　　　　(5)破産

(附則)
この規約は、令和5年11月1日から施行する。





　第20条　会員は、クラブの活動に際しては、指導者の指示に従い安全管理については、自己の責任において
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梓川男子バスケットボールクラブ運営方針

令和6年4月



1,活動目標
　　　バスケットボールに親しみを持ち、楽しんでもらう事を目標にして、基礎から丁寧に
　　　指導し、バスケットボールの競技を通じて、挨拶や礼儀を身に付ける。

２，目指す生徒像
　　　バスケットボールの技術向上と、人間関係の構築を図る。

３，育てたい力
　　　協力しあう力、困難に打ち勝つ力、仲間を信じる力、コミュニケーション能力。

４，地域クラブ活動の活動内容
　（1）指導方針
　　　生徒の健康面や発達段階に気を配りながら、勝敗だけにこだわらずにバスケットボールの
　　　競技を楽しんでできるように、生徒の人権を尊重しながら指導する。
　（2）指導者
　　　二村喜子・北澤英雄・横林利章・深澤翔太・逸見純也
　（3）適切な休養日及び活動時間の設定
　　　週2回活動日
　　　　　金曜日　19：00～21：00
　　　　　土曜日　　9：00～11：00
　（4）大会の参加
　　　中体連主催の大会に参加する。



梓川男子バスケットボールクラブ活動日計画
〇地域クラブ活動日

1 月 1 水 1 土 ○ 1 月 1 木 1 日 1 火 1 金 ○ 1 日 1 水 1 土 1 土 ○
2 火 2 木 2 日 2 火 2 金 ○ 2 月 2 水 2 土 ○ 2 月 2 木 2 日 2 日
3 水 3 金 ○ 3 月 3 水 3 土 ○ 3 火 3 木 3 日 3 火 3 金 3 月 3 月
4 木 4 土 ○ 4 火 4 木 4 日 4 水 4 金 ○ 4 月 4 水 4 土 4 火 4 火
5 金 ○ 5 日 5 水 5 金 ○ 5 月 5 木 5 土 ○ 5 火 5 木 5 日 5 水 5 水
6 土 6 月 6 木 6 土 ○ 6 火 6 金 ○ 6 日 6 水 6 金 ○ 6 月 6 木 6 木
7 日 7 火 7 金 ○ 7 日 7 水 7 土 ○ 7 月 7 木 7 土 ○ 7 火 7 金 ○ 7 金 ○
8 月 8 水 8 土 ○ 8 月 8 木 8 日 8 火 8 金 ○ 8 日 8 水 8 土 ○ 8 土 ○
9 火 9 木 9 日 9 火 9 金 ○ 9 月 9 水 9 土 ○ 9 月 9 木 9 日 9 日
10 水 10 金 10 月 10 水 10 土 ○ 10 火 10 木 10 日 10 火 10 金 ○ 10 月 10 月
11 木 11 土 11 火 11 木 11 日 11 水 11 金 ○ 11 月 11 水 11 土 ○ 11 火 11 火
12 金 12 日 12 水 12 金 ○ 12 月 12 木 12 土 ○ 12 火 12 木 12 日 12 水 12 水
13 土 13 月 13 木 13 土 ○ 13 火 13 金 ○ 13 日 13 水 13 金 ○ 13 月 13 木 13 木
14 日 14 火 14 金 ○ 14 日 14 水 14 土 ○ 14 月 14 木 14 土 ○ 14 火 14 金 ○ 14 金 ○
15 月 15 水 15 土 ○ 15 月 15 木 15 日 15 火 15 金 ○ 15 日 15 水 15 土 ○ 15 土
16 火 16 木 16 日 16 火 16 金 ○ 16 月 16 水 16 土 ○ 16 月 16 木 16 日 16 日
17 水 17 金 ○ 17 月 17 水 17 土 ○ 17 火 17 木 17 日 17 火 17 金 ○ 17 月 17 月
18 木 18 土 ○ 18 火 18 木 18 日 18 水 18 金 ○ 18 月 18 水 18 土 ○ 18 火 18 火
19 金 19 日 19 水 19 金 ○ 19 月 19 木 19 土 ○ 19 火 19 木 19 日 19 水 19 水
20 土 ○ 20 月 20 木 20 土 ○ 20 火 20 金 ○ 20 日 20 水 20 金 ○ 20 月 20 木 20 木
21 日 21 火 21 金 ○ 21 日 21 水 21 土 ○ 21 月 21 木 21 土 ○ 21 火 21 金 ○ 21 金 ○
22 月 22 水 22 土 ○ 22 月 22 木 22 日 22 火 22 金 ○ 22 日 22 水 22 土 ○ 22 土 ○
23 火 23 木 23 日 23 火 23 金 ○ 23 月 23 水 23 土 ○ 23 月 23 木 23 日 23 日
24 水 24 金 ○ 24 月 24 水 24 土 ○ 24 火 24 木 24 日 24 火 24 金 24 月 24 月
25 木 25 土 ○ 25 火 25 木 25 日 25 水 25 金 ○ 25 月 25 水 25 土 25 火 25 火
26 金 ○ 26 日 26 水 26 金 ○ 26 月 26 木 26 土 ○ 26 火 26 木 26 日 26 水 26 水
27 土 ○ 27 月 27 木 27 土 ○ 27 火 27 金 ○ 27 日 27 水 27 金 ○ 27 月 27 木 27 木
28 日 28 火 28 金 ○ 28 日 28 水 28 土 ○ 28 月 28 木 28 土 ○ 28 火 28 金 ○ 28 金 ○
29 月 29 水 29 土 ○ 29 月 29 木 29 日 29 火 29 金 ○ 29 日 29 水 29 土 ○
30 火 30 木 30 日 30 火 30 金 ○ 30 月 30 水 30 土 ○ 30 月 30 木 30 日

31 金 ○ 31 水 31 土 ○ 31 木 31 火 31 金 ○ 31 月

金曜日　19：００～21：00　　梓川中学校体育館にて

土曜日　　9：00～11：00　　梓川体育館にて
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